
 

和 解 契 約 書 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）につき、申立人Ｘ（以下「申立人」という。）と被申立人東京電力株式会社

（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
１ 和解の範囲 
  申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）につ

いて和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないこと

を相互に確認する。 
記 

   損害項目  精神的損害 
       （但し、政府による避難等の指示等により、自宅以外での避難生活

を長期間余儀なくされ、正常な日常生活の維持・継続が長期間にわ

たり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛及び今後の生活の

見通しへの不安による精神的苦痛に係る損害に限る） 
   期  間  自 平成２３年９月１１日 
         至 平成２４年３月１０日 
２ 前項の慰謝料の不減額 

  申立人と被申立人は、前項の期間中において申立人に生じた前項記載の精神的

損害の月額が、平成２３年９月１０日を経過したことのみを理由として平成２３

年３月１１日から同年９月１０日までの期間における精神的損害の月額に比し、

減額されるものではないことを確認する。 
   
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立人が

署名（記名）押印の上、各自１通ずつを保有するものとする。また、本和解契約書

の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 
平成２４年２月２７日 
 
 
（仲介委員長 山﨑司平、仲介委員 日向 隆、同 蓑毛誠子） 

 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、本件事故発生から６か月

経過後の精神的損害（日常生活阻害慰謝料）の減額は不当であるとして申し立

てた事例。 


